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平成３１年度 事業計画 

 

Ⅰ  基本方針 

直方市総合福祉センターは、産炭地特有の住民の問題をはじめ各種の福祉問

題の解決に総合的に取り組むことを目的として昭和４７年に開館しました。以

来、今日まで本会はもちろん当事者団体やボランティアグループの活動拠点で

あり続けています。 

昨年度、この総合福祉センターの老朽化に伴って、数年後に建設される市の

複合施設との一体化と、一足先に本会事務所を移転することを決断しました。 

今年度は大きな変動の年になりますが、まずは円滑に事務所の移転を進めます。  

そして、この移転を機に事業・活動・事務の徹底的な効率化を図るとともに、

香典返し等寄付金や共同募金配分金の減少を補う自主財源の確保に努めます。 

また、本会を構成する機関・団体の多様性を生かして新しいネットワークを

つくりながら、市民の穏やかな日常生活を応援する視点と、非常時の不安と緊

張を和らげる視点の両方を踏まえて、総合福祉センター建設の趣旨を忘れるこ

となく「誰もが安心して暮らせるまちづくり」に励みます。 

 

    ＜社会福祉協議会の活動原則＞ 新・社会福祉協議会基本要項から抜すい 

１  広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動をす

すめる。                                         【住民ニーズ基本の原則】 

２  住民の地域福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動をすす

める。                                               【住民活動主体の原則】 

３  民間組織としての特性を生かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓

性・即応性・柔軟性を発揮した活動をすすめる。              【民間性の原則】 

４  公私の社会福祉及び保健・医療、教育、労働等の関係機関・団体、住民等の協働

と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめる。    【公私協働の原則】 

５  地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活

動をすすめる。                                               【専門性の原則】 

 

Ⅱ  重点推進項目 

１ 円滑な事務所移転の実施 

２ 業務の効率化と収入･支出構成の見直し 

３ 新規事業の検討と確実な実施 

 



２ 

 

Ⅲ  実施計画 

１  法人運営部門 

① 正副会長会議の開催 

②  理事会、監事会、評議員会の開催 

③ 任期満了による役員の改選  

④  役員・職員研修の実施 

⑤ 苦情解決第三者委員会の運営 

⑥ 事務所移転に伴う法人事務の実施 

⑦ 社会福祉法人指導監査の対象年度 

⑧ 財務会計等に関する専門家による支援  

④ 役員の改選 

２  地域福祉活動推進部門 

（１）福祉教育・啓発活動 

①  社協だよりの発行（６、９、１２、３月） 

②  ホームページの運営 

③  地域福祉セミナーの開催 

④  よこいと運動会の開催（６月２日（日）） 

⑤  福祉まつりの開催（１０月２７日（日）） 

⑥ 日曜出会いの広場「もちつき会」の実施（１２月１５日（日）） 

⑦  学校の福祉教育の支援 

（２）小地域福祉活動の支援 

①  校区社会福祉協議会事業に対する助成 

②  支え合いマップ作りによる小地域福祉活動の支援 

③  校区社会福祉協議会会長会議の開催 

（３）福祉ボランティア活動の支援 

① インターネットを活用したボランティア関連情報の提供 

② ボランティアルームの提供 

③ ボランティアの登録・斡旋 

④ 個人登録ボランティアへの活動機会の提供 

⑤ 直方市ボランティアのつどいの開催（直方市ボランティア連絡協議会との共催） 

⑥ ボランティア活動保険料の助成等による加入促進 

⑦ ボランティア活動資材の整備、（有料）貸し出し 

⑧ 直方市ボランティア連絡協議会等ボランティア団体の支援 

⑨ 他市町村の大規模災害時における災害ボランティアセンター運営支援 

新規 

新規 

新規 
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（４）おもちゃ図書館の運営（おもちゃ図書館のおがたスタッフ会に委託） 

① “おもちゃの部屋”の開放（土曜日、第２・４火曜日）※ただし、年末年始と祝日を除く 

② おもちゃの貸し出し（“おもちゃの部屋”開放日） 

③ 季節行事の実施（七夕、クリスマス等） 

④ 出張おもちゃ図書館の実施 

⑤ 広報紙「おもちゃのへや」の発行 

（５）当事者組織・団体、社会福祉関係諸団体との連携と支援 

① 事業に対する助成（共同募金Ｂ枠配分金の活用） 

② ふくしバスの運行 

③ 関連情報の収集と提供 

④ 障がい者問題を考える直方市連絡会議等当事者団体の支援 

⑤  直方市、宮若市、鞍手町、小竹町高齢者等ＳＯＳネットワークへの協力 

⑥ 介護保険制度「直方市生活支援体制整備事業」への参画 

⑦ 直方子育てネットワーク「すくすく」の制服・教材等リユース事業への協力（7 月までの予定）  

⑧ 災害時の直鞍エリア社協間相互支援 

⑨ 一般社団法人直方青年会議所（ＪＣＩ）との災害時協力体制の整備 

（６）共同募金・歳末たすけあい運動への協力と実施 

① 街頭募金（１０月５日（土）他） 

② 歳末たすけあい募金配分事業の実施 

（７）地域における深刻な生活課題の解決や孤立防止に向けた取り組み 

①  生活福祉資金貸付事業の貸付業務（県社協からの一部受託） 

②  生活困窮者緊急支援事業の実施（市内社会福祉法人との協働） 

ａ 小口貸付（生活物資緊急支援資金） 

ｂ 食の支援 

ｃ 住居の支援 

ｄ 専門相談（市内社会福祉法人の専門性の発揮） 

③  認知症相談の実施（第４水曜日１３時～１６時）（認知症の人と家族の会直方の協力） 

④ 福祉総合相談 

⑤  男性介護者のつどい（認知症の人と家族の会直方の協力） 

⑥ ひきこもり防止支援事業 

３  福祉サービス等
．
利用支援部門 

  （１）日常生活自立支援事業の実施（県社協からの基幹的社協受託）  

① 福祉サービスの利用援助 

② 日常的な金銭管理 

③ 書類等の預かり 

※ 2019 年 10 月に基幹的社協型から全市町村型に移行するため、基幹的社協は９月まで  

（２）入院・施設入所 保証人事業の検討 

新規 

新規 

新規 

新規 
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４ 在宅福祉サービス部門 

（１）移動送迎支援事業の実施と実費負担の見直し 

（２）直方市配食サービス事業の実施（直方市からの受託） 

（３）車いす等の（有料）貸し出し 

（４）介護サービス事業の実施 

① 居宅介護等事業 

ａ  ケアプランサービス 

ｂ  ホームヘルプサービス 

② 直方市受託事業 

ａ 移動支援事業（ガイドヘルプ） 

ｂ  要介護認定調査事業 

③  ホームヘルパー定期研修の実施 

（５）介護保険等の保険外サービス事業の検討 

（６）直方市意思疎通支援事業の実施（直方市からの受託） 

 

５ 総合福祉センターの運営 

（１）にこにこ教室の開催 

① 通常教室（金曜日、１０時３０分～１２時） 

② 特別教室（屋外教室、健康教室等）の実施 

（２）教養娯楽活動の支援 

① 趣味の会活動の支援（７月までの予定） 

② 演芸大会の開催（５月、７月） 

③ 囲碁大会の開催（７月） 

（３）会議室等の貸し出し 

（４）移転に伴う総合福祉センター利用者への説明会の開催 

 

６ その他 

①  筑豊ブロック市町村社協連絡協議会への参加 

②  直鞍エリア社協連絡協議会事務局の運営（２年間） 

③  福祉系学校からの実習生の受け入れ 

④ 事務所の移転（８月の予定） 

⑤ 空き家管理事業の検討 

 

新規 

新規 

新規 

新規 


